
規

則 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

日

吉

 

亨 
 

 
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る 

 
 

 

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す 

る
。 

 

第
一
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
」
に
、
「
以
下
同
じ
」
を
「
第

三
条
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
で
」
を
「
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
「
法

第
三
条
、
又
は
条
例
第
二
条
」
を
「
同
法
第
三
条
又
は
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
。

以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
以
下
第
十
六
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
二
か
ら
第
五
条
の
六
ま
で
を
削
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
政
令
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二

項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
」

を
「
政
令
第
十
条
第
一
項
各
号
（
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
」
に
改

め
、
同
号
ハ
中
「
（
第
五
条
の
六
」
を
「
（
政
令
第
八
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、「
又
は
第
五
条
の
六
」

を
「
又
は
同
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第２号（第４条関係） 
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                   様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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様式第５号（第５条関係） 
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様式第７号（第５条関係） 様式第６号（第５条関係） 
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「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

  

様
式
第
八
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
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様
式
第
八
号
の
二
か
ら
様
式
第
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                 

様式第８号の２（第５条関係） 
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様式第９号（第５条関係） 
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様式第 10 号（第５条関係） 
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様式第 11 号（第５条関係） 
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様式第 12 号（第５条関係） 
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様式第 13 号（第５条関係） 

7a74f5d8-b8d4-429f-86e8-4616fa15645e



                                  様式第 14 号（第７条関係） 
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様式第 15 号（第７条関係） 
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様式第 15 号の２（第７条関係） 
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様式第 16 号（第７条関係） 
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様式第 17 号（第７条関係） 
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                                  様式第 18 号（第７条関係） 
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様
式
第
二
十
二
号
（
裏
面
）
中
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、
同
様
式
中
「 

 
（

以
下
「
条

例
」
と

い
う
。
）
 

 
第

 
 

様式第 19 号（第７条関係） 
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」
を
「 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 
１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
前
の
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に 

関
す
る
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使 

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

                      

条
 

第
２

条
 

7a74f5d8-b8d4-429f-86e8-4616fa15645e


		Motohiro Ohno
	2026-03-30T15:56:21+0900
	2026-03-30 15:55:43 +09:00 JSTに承認しました


	



